
陳  情  文  書  表 

（令和８年５月19日） 

受 理 番 号 ・ 受 理 

年 月 日 及 び 件 名 

陳情第196号（８．４．15 ） 

「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」の実効性確保 

及び葬儀場建設に係る近隣住民との合意事項の履行に関する陳情 

陳 情 の 要 旨 １． ラポールに対し、単なる努力目標ではなく、地域住民の生活環境

を具体的に保全するための「実効性ある約束」とするために、書

面による合意書の締結及び履行状況の確認体制の構築を求め、神

戸市として必要な指導・助言及び履行確保に向けた関与を行うこ

と。 

２． 本件において顕在化した問題を踏まえ、大和リースに対し、近隣

住民との協議において、形式的な説明にとどまることなく、住民

の意見や懸念に十分配慮した誠実な対応を行うよう、神戸市とし

て必要な指導又は助言を行うこと。 

３． 「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」について、第１条

の立法趣旨を実効的に実現するため、改正を行うこと。 

陳 情 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

神戸市垂水区 

東 山 幸 一 

送 付 委 員 会  都市交通委員会 
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「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」の実効性確保及び 

葬儀場建設に係る近隣住民との合意事項の履行に関するに関する陳情 

陳情第196号 建築住宅局 

陳 情 要 旨 等 

陳情者 本多聞２丁目自治会まちづくり委員会 代表 東山 幸一 

陳
情
要
旨

【陳情第196号】 

１．ラポールに対し、単なる努力目標ではなく、地域住民の生活環境を具体的に保全するための

「実効性ある約束」とするために、書面による合意書の締結及び履行状況の確認体制の構築

を求め、神戸市として必要な指導・助言及び履行確保に向けた関与を行うこと。 

２．本件において顕在化した問題を踏まえ、大和リースに対し、近隣住民との協議において、形

式的な説明にとどまることなく、住民の意見や懸念に十分配慮した誠実な対応を行うよう、

神戸市として必要な指導又は助言を行うこと。 

３．「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」について、第１条の立法趣旨を実効的に実現

するため、改正を行うこと。 

陳 情 に 対 す る 神 戸 市 の 考 え 方 

１．ラポールに対し、単なる努力目標ではなく、地域住民の生活環境を具体的に保全するための「実効

性ある約束」とするために、書面による合意書の締結及び履行状況の確認体制の構築を求め、神戸

市として必要な指導・助言及び履行確保に向けた関与を行うこと。 

２．本件において顕在化した問題を踏まえ、大和リースに対し、近隣住民との協議において、形式的な

説明にとどまることなく、住民の意見や懸念に十分配慮した誠実な対応を行うよう、神戸市として

必要な指導又は助言を行うこと。 

これまで本市は、大和リースに対して、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の趣旨や適用範

囲、解釈について説明を行い、建築主の責務を果たし丁寧な対応を行うよう求めてきた。また、自治

会や近隣住民等に対して、法令や手続き等の情報提供や、話し合いを進めるための助言を行ってきた。 

一方、大和リースとラポールは、自治会や近隣住民等からの要望を受けて、令和７年７月から 11月

にかけて建築計画の説明会を４回行い、大和リースは近隣の住環境等に配慮して、目隠しフェンスの

高さ変更・増設、換気口の位置変更、窓の数の減、室外機の位置変更など、建築計画の一部を見直す

等の対応を行ったと認識している。 

今後も、ラポールは住民窓口を設けて対応していくと聞いており、神戸市民の住環境等をまもりそ

だてる条例上の建築主等の責務を果たす努力をしていると見受けられることから、当事者同士での話

し合いが継続されるものと考えている。本市としては、近隣住民等からの要望をラポールに伝える必

要がある場合は、これまで同様に対応してまいりたい。 

３．「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」について、第 1 条の立法趣旨を実効的に実現するた

め、改正を行うこと。 

「財産権」は憲法で保障される権利であり、建築基準法などの法令に違反しない建築物の権利者に

対し、本市が過度に制約を科したりすることはできない。 

一方で、近隣住民等の住環境という生活利益も守られるべき権利であることから、「公共の福祉」の
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観点から、本市では、双方の間で起こる紛争を予防し、または早期に解決するために、一定の関与を

行っている。 

具体的には、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例で建築主等の一般的な責務を定めるととも

に、特に近隣への影響が大きい中高層の建物や一定規模の共同住宅など、いわゆる指定建築物を建築

するものに対しては、標識の設置義務や、近隣住民等へ事前の説明義務を課すなどし、履行が不十分

なときは指導等の対象としている。 

また、建築に関する紛争が生じたときには、本件のように、市が建築主と近隣住民等との間に立っ

て調整を行ったり、仲介を行ったりすることができることとしている。 

ご要望の趣旨は、すべての建築主に対して、本市が実効性のある関与が行えるような条例の改正を

求めるものと理解するが、行政による財産権に対する制約には限界があると考えている。 

そのうえで、本市の条例で定める内容は他都市の事例と比べても過不足のないものであり、現時点

においては、条例を改正することは考えていない。 

引き続き、現行条例を適切に運用することを基本とし、住民の意見にも寄り添って対応してまいり

たい。 
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別紙 

建築物の概要 

所在地 垂水区本多聞2丁目23-1（地番） 

用途地域等 第２種住居地域、容積率 200％、建ぺい率 60％、第５種高度地区 

建築概要 

鉄骨造、平屋、集会場（葬祭式場） 

敷地面積 343.97㎡、建築面積 153.52㎡、 

延べ面積 151.51㎡ 

位置図 

計画地 
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